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取引参加者規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（法人関係情報管理体制の整備）

第２２条の５ 取引参加者は、法人関係情報（金融

商品取引業等に関する内閣府令（平成１９年内閣

府令第５２号）第１条第４項第１４号に掲げる法

人関係情報をいう。）を利用した不公正取引の防

止を図るため、当取引所の市場の運営にかんがみ

て必要かつ適切と認められる法人関係情報管理

体制を整備しなければならない。

（新設）

付  則

この改正規定は、平成２６年４月１日から施行す

る。
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（定義） （定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）～（３７） （略） （１）～（３７） （略）

（３７）の２ 国際統一基準金庫 信用金庫法

第８９条第１項において準用する銀行法第

１４条の２の規定に基づき、信用金庫及び信

用金庫連合会がその保有する資産等に照ら

し自己資本の充実の状況が適当であるかど

うかを判断するための基準（平成１８年金融

庁告示第２１号）第１条第９号の３に規定す

る国際統一基準金庫をいう。

（新設）

（３７）の３ 国際統一基準行等 銀行法第１

４条の２の規定に基づき、銀行がその保有す

る資産等に照らし自己資本の充実の状況が

適当であるかどうかを判断するための基準

（平成１８年金融庁告示第１９号）第１条第

１０号の２に規定する国際統一基準行、農林

中央金庫、国際統一基準金庫及び株式会社商

工組合中央金庫をいう。

（３７）の２ 国際統一基準行等 銀行法第１

４条の２の規定に基づき、銀行がその保有す

る資産等に照らし自己資本の充実の状況が

適当であるかどうかを判断するための基準

（平成１８年金融庁告示第１９号）第１条第

１０号の２に規定する国際統一基準行、農林

中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫を

いう。

（３８）～（７９）の２ （略） （３８）～（７９）の２ （略）

（７９）の３ 内部者取引等 内部者取引及び

法第１６７条の２の規定により禁止される

行為をいう。

（新設）

（７９）の４ （略） （７９）の３ （略）

（８０）～（９６） （略） （８０）～（９６） （略）

（会社情報の開示） （会社情報の開示）

第４０２条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（施行規則で定める基準に該当す

るものその他の投資者の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものと当取引所が認めるものを除

く。）は、施行規則で定めるところにより、直

第４０２条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（施行規則で定める基準に該当す

るものその他の投資者の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものと当取引所が認めるものを除

く。）は、施行規則で定めるところにより、直
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ちにその内容を開示しなければならない。 ちにその内容を開示しなければならない。

（１） （略） （１） （略）

（２） 次のａからｘまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合

（２） 次のａからｘまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合

ａ～ｇ （略） ａ～ｇ （略）

ｈ 債権者その他の当該上場会社以外の者

による破産手続開始、再生手続開始、更生

手続開始又は企業担保権の実行の申立て

（以下「破産手続開始の申立て等」とい

う。）

ｈ 債権者その他の当該上場会社以外の者

による破産手続開始、再生手続開始、更生

手続開始又は企業担保権の実行の申立て

又は通告（以下「破産手続開始の申立て等」

という。）

ｉ～ｘ （略） ｉ～ｘ （略）

（内部者取引等の未然防止に向けた体制整備） （内部者取引の未然防止に向けた体制整備）

第４４９条 上場会社は、その役員、代理人、使

用人その他の従業者による内部者取引等の未

然防止に向けて必要な体制の整備を行うよう

努めるものとする。

第４４９条 上場会社は、その役員、代理人、使

用人その他の従業者による内部者取引の未然

防止に向けて必要な情報管理体制の整備を行

うよう努めるものとする。

（上場審査基準） （上場審査基準）

第９４５条 ＥＴＮ信託受益証券の上場審査に

ついては、次の各号に掲げる基準によるものと

する。この場合における当該各号の取扱いは施

行規則（第３号ｂの審査に関して必要な事項に

ついては、上場審査等に関するガイドライン）

で定める。

第９４５条 ＥＴＮ信託受益証券の上場審査に

ついては、次の各号に掲げる基準によるものと

する。この場合における当該各号の取扱いは施

行規則（第３号ｂの審査に関して必要な事項に

ついては、上場審査等に関するガイドライン）

で定める。

（１） （略） （１） （略）

（２） 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証

券の発行者（保証者が存在する場合は、保証

者）が、新規上場申請日の直前事業年度の末

日において次のａからｃまでに適合してい

ること。

（２） 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証

券の発行者（保証者が存在する場合は、保証

者）が、新規上場申請日の直前事業年度の末

日において次のａからｃまでに適合してい

ること。

ａ （略） ａ （略）

ｂ 次の（ａ）から（ｅ）までの区分に従い、

当該（ａ）から（ｅ）までに適合すること。

ｂ 次の（ａ）から（ｅ）までの区分に従い、

当該（ａ）から（ｅ）までに適合すること。

（ａ） 国際統一基準行等 （ａ） 国際統一基準行等

次のイからハまでに適合すること。 次のイからハまでに適合すること。
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イ 普通株式等Ｔｉｅｒｌ比率（農林

中央金庫及び国際統一基準金庫にあ

っては、普通出資等Ｔｉｅｒｌ比率と

する。以下同じ。）が４．５％を上回

っていること。

イ 普通株式等Ｔｉｅｒｌ比率（農林

中央金庫にあっては、普通出資等Ｔｉ

ｅｒｌ比率とする。以下同じ。）が４．

５％を上回っていること。

ロ・ハ （略） ロ・ハ （略）

（ｂ）～（ｅ） （略） （ｂ）～（ｅ） （略）

ｃ （略） ｃ （略）

（３） （略） （３） （略）

２ （略） ２ （略）

（上場契約等） （上場契約等）

第１２０３条 当取引所が新規上場申請に係る

不動産投資信託証券を上場する場合には、第１

２０１条の２第１項各号に定める者は、施行規

則で定める当取引所所定の「不動産投資信託証

券上場契約書」を提出するものとする。

第１２０３条 当取引所が新規上場申請に係る

不動産投資信託証券を上場する場合には、第１

２０１条第１項各号に定める者は、施行規則で

定める当取引所所定の「不動産投資信託証券上

場契約書」を提出するものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（新規上場申請に係る提出書類等） （新規上場申請に係る提出書類等）

第１２０４条 （略） 第１２０４条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１２０１条の２第２項の規定に基づき設

立前に新規上場申請する場合は、前項に定める

添付書類のうち新規上場申請時に提出するこ

とができない書類（当取引所がやむを得ないも

のとしてその都度認めるものに限る。）につい

ては、提出することができることとなった後直

ちに提出すれば足りるものとする。

３ 第１２０１条第２項の規定に基づき設立前

に新規上場申請する場合は、前項に定める添付

書類のうち新規上場申請時に提出することが

できない書類（当取引所がやむを得ないものと

してその都度認めるものに限る。）については、

提出することができることとなった後直ちに

提出すれば足りるものとする。

４～７ （略） ４～７ （略）

（上場審査の形式要件） （上場審査の形式要件）

第１２０５条 不動産投資信託証券の上場審査は、

次の各号に適合するものを対象として行うもの

とする。この場合における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。

第１２０５条 不動産投資信託証券の上場審査は、

次の各号に適合するものを対象として行うもの

とする。この場合における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。
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（１） （略） （１） （略）

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｏまで

に適合していること。

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｐまで

に適合していること。

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略）

（削る） ｅ 一口当たりの純資産額が、上場の時までに

５万円以上となる見込みのあること。

ｅ （略） ｆ （略）

ｆ （略） ｇ （略）

ｇ （略） ｈ （略）

ｈ （略） ｉ （略）

ｉ （略） ｊ （略）

ｊ （略） ｋ （略）

ｋ （略） ｌ （略）

ｌ （略） ｍ （略）

ｍ （略） ｎ （略）

ｎ （略） ｏ （略）

ｏ （略） ｐ （略）

（テクニカル上場） （テクニカル上場）

第１２０７条 前２条の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる場合において、当該合併後に存続する

投資法人又は当該合併により設立される投資法

人の発行する不動産投資信託証券の新規上場が

遅滞なく申請されるときにおける上場審査は、当

該各号に定める基準によるものとする。

第１２０７条 前２条の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる場合において、当該合併後に存続する

投資法人又は当該合併により設立される投資法

人の発行する不動産投資信託証券の新規上場が

遅滞なく申請されるときにおける上場審査は、当

該各号に定める基準によるものとする。

（１） 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人が非上場不動産投資信託証券の発行

者である投資法人に吸収合併され、当該吸収合

併による解散により当該上場不動産投資信託

証券が上場廃止となる場合

（１） 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人が非上場不動産投資信託証券の発行

者である投資法人に吸収合併され、当該吸収合

併による解散により当該上場不動産投資信託

証券が上場廃止となる場合

ａ 第１２０５条第１号、第２号ａ、ｂ、ｄ及

びｉからｍまで並びに前条第１項各号に適

合していること。この場合における第１２０

５条第２号ｉの規定の適用については、同ｉ

中「新規上場申請銘柄」とあるのは「当該非

上場不動産投資信託証券」とする。

ａ 第１２０５条第１号、第２号ａ、ｂ、ｄ及

びｊからｎまで並びに前条第１項各号に適

合していること。この場合における第１２０

５条第２号ｊの規定の適用については、同ｊ

中「新規上場申請銘柄」とあるのは「当該非

上場不動産投資信託証券」とする。
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ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略）

（２） 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人が他の上場不動産投資信託証券の発

行者である投資法人と新設合併し、当該新設合

併による解散により当該上場不動産投資信託

証券が上場廃止となる場合

（２） 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人が他の上場不動産投資信託証券の発

行者である投資法人と新設合併し、当該新設合

併による解散により当該上場不動産投資信託

証券が上場廃止となる場合

ａ 第１２０５条第１号、第２号ｄ、ｊからｍ

まで並びに前条第１項各号に適合している

こと。

ａ 第１２０５条第１号、第２号ｄ、ｋからｎ

まで並びに前条第１項各号に適合している

こと。

ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略）

（３） （略） （３） （略）

２ （略） ２ （略）

（テクニカル上場） （テクニカル上場）

第１２０９条 上場不動産投資信託証券に係る投

資法人又は投資信託の新たに発行される投資口

又は受益権に係る不動産投資信託証券で当取引

所が上場していないものの上場を申請する場合

には、第１２０１条の２第１項各号に定める者

（以下「上場不動産投資信託証券の発行者等」と

いう。）が当取引所所定の「有価証券上場申請書」

を提出するものとする。

第１２０９条 上場不動産投資信託証券に係る投

資法人又は投資信託の新たに発行される投資口

又は受益権に係る不動産投資信託証券で当取引

所が上場していないものの上場を申請する場合

には、第１２０１条第１項各号に定める者（以下

「上場不動産投資信託証券の発行者等」という。）

が当取引所所定の「有価証券上場申請書」を提出

するものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開示） （上場不動産投資信託証券に関する情報の開示）

第１２１３条 （略） 第１２１３条 （略）

２ 上場不動産投資信託証券又は上場不動産投資

信託証券の発行者等に関する情報の適時開示に

ついては、次の各号に掲げる上場不動産投資信託

証券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。

２ 上場不動産投資信託証券又は上場不動産投資

信託証券の発行者等に関する情報の適時開示に

ついては、次の各号に掲げる上場不動産投資信託

証券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。

（１） 投資証券 （１） 投資証券

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次の

ａからｄまでのいずれかに該当する場合（施行

規則で定める基準に該当するものその他の投

資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次の

ａからｄまでのいずれかに該当する場合（ａ及

びｃに掲げる事項にあっては、施行規則で定め

る基準に該当するものその他の投資者の投資
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当取引所が認めるものを除く。）は、施行規則

で定めるところにより、直ちにその内容を開示

しなければならない。

判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が

認めるものを除く。）は、施行規則で定めると

ころにより、直ちにその内容を開示しなければ

ならない。

ａ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人が次の（ａ）から（ｍ）までに掲げ

る事項のいずれかを行うことについての決

定をした場合（当該決定に係る事項を行わな

いことを決定した場合を含む。）

ａ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人が次の（ａ）から（ｊ）までに掲げ

る事項のいずれかを行うことについての決

定をした場合（当該決定に係る事項を行わな

いことを決定した場合を含む。）

（ａ）～（ｉ） （略） （ａ）～（ｉ） （略）

（ｊ） 資産の運用に係る委託契約の締結又

はその解約

（新設）

（ｋ） 金銭の分配 （新設）

（ｌ） 法第１６６条第６項第４号又は法第

１６７条第５項第５号に規定する要請

（新設）

（ｍ） （ａ）から前（ｌ）までに掲げる事

項のほか、上場不動産投資信託証券又は当

該投資法人の運営、業務若しくは財産に関

する重要な事項であって投資者の投資判

断に著しい影響を及ぼすもの

（ｊ） （ａ）から前（ｉ）までに掲げる事

項のほか、上場不動産投資信託証券又は当

該投資法人の運営、業務若しくは財産に関

する重要な事項であって投資者の投資判

断に著しい影響を及ぼすもの

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人に、次の（ａ）から（ｓ）までに掲

げる事実のいずれかが発生した場合

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人に、次の（ａ）から（ｈ）までに掲

げる事実のいずれかが発生した場合

（ａ） （略） （ａ） （略）

（ｂ） 特定有価証券（法第１６３条第１項

に規定する特定有価証券をいう。以下この

（ｂ）において同じ。）又は特定有価証券

に係るオプションの上場の廃止の原因と

なる事実

（ｂ） 上場廃止の原因となる事実（第１２

１８条第１項第１号ａに掲げる事由に係

るものに限る。）

（ｃ）～（ｇ） （略） （ｃ）～（ｇ） （略）

（ｈ） 災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害

（新設）

（ｉ） 財産権上の請求に係る訴えが提起さ

れたこと又は当該訴えについて判決があ

ったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の

全部若しくは一部が裁判によらずに完結

（新設）
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したこと。

（ｊ） 資産の運用の差止めその他これに準

ずる処分を求める仮処分命令の申立てが

なされたこと又は当該申立てについて裁

判があったこと若しくは当該申立てに係

る手続の全部若しくは一部が裁判によら

ずに完結したこと。

（新設）

（ｋ） 投資信託法第２１６条第１項の規定

による同法第１８７条の登録の取消しそ

の他これに準ずる行政庁による法令に基

づく処分

（新設）

（ｌ） 債権者その他の当該投資法人以外の

者による破産手続開始又は再生手続開始

の申立て

（新設）

（ｍ） 不渡り等 （新設）

（ｎ） 債務者又は保証債務に係る主たる債

務者について不渡り等、破産手続開始の申

立て等その他これらに準ずる事実が生じ

たことにより、当該債務者に対する売掛

金、貸付金その他の債権又は当該保証債務

を履行した場合における当該主たる債務

者に対する求償権について債務の不履行

のおそれが生じたこと。

（新設）

（ｏ） 主要取引先（施行令第２９条の２の

３第７号に定める主要取引先をいう。）と

の取引の停止又は同一事由による若しく

は同一時期における複数の取引先との取

引の停止

（新設）

（ｐ） 債権者による債務の免除若しくは返

済期限の延長（債務の免除に準ずると当取

引所が認めるものに限る。）又は第三者に

よる債務の引受け若しくは弁済

（新設）

（ｑ） 資源の発見 （新設）

（ｒ） 資産の総額のうちに占める投資信託

法施行規則第１０５条第１号ヘに規定す

る不動産等資産（以下この（ｒ）において

（新設）
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同じ。）の価額の合計額の割合が１００分

の５０を超えることとなったこと（資産の

総額の１００分の５０を超える額を不動

産等資産に対する投資として運用するこ

とを規約に定めている場合を除く。）。

（ｓ） （ａ）から前（ｒ）までに掲げる事

実のほか、上場不動産投資信託証券又は当

該投資法人の運営、業務若しくは財産に関

する重要な事実であって投資者の投資判

断に著しい影響を及ぼすもの

（ｈ） （ａ）から前（ｇ）に掲げる事実の

ほか、上場不動産投資信託証券又は当該投

資法人の運営、業務若しくは財産に関する

重要な事実であって投資者の投資判断に

著しい影響を及ぼすもの

ｃ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人の資産の運用に係る業務の委託を

受けた資産運用会社が次の（ａ）から（ｎ）

までに掲げる事項のいずれかを行うことに

ついての決定をした場合（当該決定に係る事

項を行わないことを決定した場合を含む。）

ｃ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人の資産の運用に係る業務の委託を

受けた資産運用会社が次の（ａ）から（ｊ）

までに掲げる事項のいずれかを行うことに

ついての決定をした場合（当該決定に係る事

項を行わないことを決定した場合を含む。）

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） 当該資産運用会社の破産手続開始、

再生手続開始又は更生手続開始の申立て

（ｃ） 当該資産運用会社の破産手続開始の

申立て

（ｄ） （略） （ｄ） （略）

（ｅ） 当該投資法人から委託された資産の

運用に係る事業の休止又は廃止

（ｅ） 当該資産運用会社の金融商品取引業

の廃止

（ｆ） 当該投資法人から委託を受けて行う

資産の運用の全部又は一部の休止又は廃

止

（ｆ） 法第３１条第４項に規定する変更登

録を受けることにより投資運用業を行う

者でなくなること。

（ｇ） 当該資産運用会社の会社分割 （ｇ） 当該資産運用会社の会社分割（事業

の全部を承継させる場合に限る。）

（ｈ） 当該資産運用会社の事業の全部又は

一部の譲渡又は譲受け

（ｈ） 当該資産運用会社の事業の全部の譲

渡

（ｉ） 当該投資法人と締結した資産の運用

に係る委託契約の解約

（新設）

（ｊ） 当該資産運用会社の株式交換 （新設）

（ｋ） 当該資産運用会社の株式移転 （新設）

（ｌ） 当該投資法人から委託を受けて行う

資産の運用であって、新たな資産の運用で

あるものの開始

（新設）
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（ｍ） 当該資産運用会社が法令に基づき行

政庁に対して行う認可若しくは承認の申

請又は届出

（ｉ） 当該資産運用会社が法に基づき内閣

総理大臣等に対して行う認可若しくは承

認の申請又は届出

（ｎ） （ａ）から前（ｍ）までに掲げる事

項のほか、上場不動産投資信託証券又は当

該資産運用会社の運営、業務若しくは財産

に関する重要な事項であって投資者の投

資判断に著しい影響を及ぼすもの

（ｊ） （ａ）から前（ｉ）までに掲げる事

項のほか、上場不動産投資信託証券又は当

該資産運用会社の運営、業務若しくは財産

に関する重要な事項であって投資者の投

資判断に著しい影響を及ぼすもの

ｄ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人の資産の運用に係る業務の委託を

受けた資産運用会社に、次の（ａ）から（ｋ）

までに掲げる事実のいずれかが発生した場

合

ｄ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人の資産の運用に係る業務の委託を

受けた資産運用会社に、次の（ａ）から（ｄ）

までに掲げる事実のいずれかが発生した場

合

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） （ａ）及び前（ｂ）に掲げる事実の

ほか、行政庁による法令に基づく認可、承

認又は処分

（ｃ） （ａ）及び前（ｂ）に掲げる事実の

ほか、法に基づく内閣総理大臣等の認可、

承認又は処分

（ｄ） 特定関係法人（法第１６６条第５項

に規定する特定関係法人をいう。以下この

号において同じ。）の異動

（新設）

（ｅ） 主要株主の異動 （新設）

（ｆ） 当該投資法人から委託された資産の

運用に係る財産権上の請求に係る訴えが

提起されたこと又は当該訴えについて判

決があったこと若しくは当該訴えに係る

訴訟の全部若しくは一部が裁判によらず

に完結したこと。

（新設）

（ｇ） 当該投資法人から委託された資産の

運用に係る事業の差止めその他これに準

ずる処分を求める仮処分命令の申立てが

なされたこと又は当該申立てについて裁

判があったこと若しくは当該申立てに係

る手続の全部若しくは一部が裁判によら

ずに完結したこと。

（新設）

（ｈ） 債権者その他の当該資産運用会社以

外の者による破産手続開始の申立て等

（新設）
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（ｉ） 不渡り等 （新設）

（ｊ） 特定関係法人に係る破産手続開始の

申立て等

（新設）

（ｋ） （ａ）から前（ｊ）までに掲げる事

実のほか、上場不動産投資信託証券又は当

該資産運用会社の運営、業務若しくは財産

に関する重要な事実であって投資者の投

資判断に著しい影響を及ぼすもの

（ｄ） （ａ）から前（ｃ）までに掲げる事

実のほか、上場不動産投資信託証券又は当

該資産運用会社の運営、業務若しくは財産

に関する重要な事実であって投資者の投

資判断に著しい影響を及ぼすもの

（２） 委託者指図型投資信託の受益証券 （２） 委託者指図型投資信託の受益証券

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次の

ａからｄまでのいずれかに該当する場合（ａに

掲げる事項にあっては、施行規則で定める基準

に該当するものその他の投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認める

ものを除く。）は、施行規則で定めるところに

より、直ちにその内容を開示しなければならな

い。

  ａ 上場不動産投資信託証券に係る投資信託

の委託者である投資信託委託会社が、次の

（ａ）から（ｐ）までに掲げる事項のいずれ

かを行うことについての決定をした場合（当

該決定に係る事項を行わないことを決定し

た場合を含む。）

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次の

ａからｄまでのいずれかに該当する場合（ａに

掲げる事項にあっては、施行規則で定める基準

に該当するものその他の投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認める

ものを除く。）は、施行規則で定めるところに

より、直ちにその内容を開示しなければならな

い。

  ａ 上場不動産投資信託証券に係る投資信託

の委託者である投資信託委託会社が、次の

（ａ）から（ｐ）までに掲げる事項のいずれ

かを行うことについての決定をした場合（当

該決定に係る事項を行わないことを決定し

た場合を含む。）

（ａ）～（ｌ） （略） （ａ）～（ｌ） （略）

（ｍ） 当該投資信託委託会社が法令に基づ

き行政庁に対して行う認可若しくは承認

の申請又は届出

（ｍ） 当該投資信託委託会社が法に基づき

内閣総理大臣等に対して行う認可若しく

は承認の申請又は届出

（ｎ）～（ｐ） （略） （ｎ）～（ｐ） （略）

ｂ 上場不動産投資信託証券に係る投資信託

の委託者である投資信託委託会社に、次の

（ａ）から（ｅ）までに掲げる事実のいずれ

かが発生した場合

ｂ 上場不動産投資信託証券に係る投資信託

の委託者である投資信託委託会社に、次の

（ａ）から（ｅ）までに掲げる事実のいずれ

かが発生した場合

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） （ａ）及び前（ｂ）に掲げる事実の

ほか、行政庁による法令に基づく認可、承

認又は処分

（ｃ） （ａ）及び前（ｂ）に掲げる事実の

ほか、法に基づく内閣総理大臣等の認可、

承認又は処分
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（ｄ）・（ｅ） （略） （ｄ）・（ｅ） （略）

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略）

（３） （略） （３） （略）

３ 上場不動産投資信託証券の運用資産等に関す

る情報の適時開示については、上場不動産投資信

託証券の発行者等は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲げ

る事実にあっては、施行規則で定める基準に該当

するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものと当取引所が認めるものを除

く。）は、施行規則で定めるところにより、直ち

にその内容を開示しなければならない。

３ 上場不動産投資信託証券の運用資産等に関す

る情報の適時開示については、上場不動産投資信

託証券の発行者等は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲げ

る事実にあっては、施行規則で定める基準に該当

するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものと当取引所が認めるものを除

く。）は、施行規則で定めるところにより、直ち

にその内容を開示しなければならない。

（１） 資産運用会社等（上場不動産投資信託証

券が、投資証券である場合には当該投資証券の

発行者である投資法人の資産の運用に係る業

務の委託を受けた資産運用会社を、委託者指図

型投資信託の受益証券である場合には当該受

益証券に係る投資信託の委託者である投資信

託委託会社を、委託者非指図型投資信託の受益

証券である場合には当該受益証券に係る投資

信託の受託者である信託会社等をいう。第３号

において同じ。）が次のａからｃまでに掲げる

事項のいずれかを行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないこと

を決定した場合を含む。）

（１） 資産運用会社等（上場不動産投資信託証

券が、投資証券である場合には当該投資証券の

発行者である投資法人の資産の運用に係る業

務の委託を受けた資産運用会社を、委託者指図

型投資信託の受益証券である場合には当該受

益証券に係る投資信託の委託者である投資信

託委託会社を、委託者非指図型投資信託の受益

証券である場合には当該受益証券に係る投資

信託の受託者である信託会社等をいう。第３号

において同じ。）が次のａ又はｂに掲げる事項

を行うことについての決定をした場合（当該決

定に係る事項を行わないことを決定した場合

を含む。）

ａ （略） ａ （略）

ｂ 運用資産等（賃借権、地上権又は地役権の

目的となる不動産、第１２０１条第１２号ｆ

に規定する信託の信託財産に含まれる不動

産及び不動産関連資産の裏付けとなる不動

産を含む。次号ａ及びｂにおいて同じ。）の

貸借又は貸借の解消

（新設）

ｃ ａ及び前ｂに掲げるもののほか、運用資産

等に関する重要な事項であって投資者の投

資判断に著しい影響を及ぼすもの

ｂ 前ａに掲げるもののほか、運用資産等に関

する重要な事項であって投資者の投資判断

に著しい影響を及ぼすもの

（２） 次のａからｃまでに掲げる事実のいずれ （２） 次のａ又はｂに掲げる事実が発生した場
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かが発生した場合 合

ａ 運用資産等に係る災害に起因する損害又

は業務遂行の過程で生じた損害

ａ 運用資産等（賃借権、地上権又は地役権の

目的となる不動産、第１２０１条第１２号ｆ

に規定する信託の信託財産に含まれる不動

産及び不動産関連資産の裏付けとなる不動

産を含む。）に生じた偶発的事象に起因する

損害の発生

ｂ 運用資産等の貸借の解消（資産運用会社等

が、当該運用資産等の貸借の解消を行うこと

についての決定をした場合において、前号ｂ

の規定に基づきその内容を開示したときを

除く。）

（新設）

ｃ ａ及び前ｂに掲げるもののほか、運用資産

等に関する重要な事実であって投資者の投

資判断に著しい影響を及ぼすもの

ｂ 前ａに掲げるもののほか、運用資産等に関

する重要な事実であって投資者の投資判断

に著しい影響を及ぼすもの

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

（５） 上場不動産投資信託証券に係るファンド

の営業収益、経常利益、純利益又は金銭の分配

若しくは収益の分配について、公表がされた直

近の予想値（当該予想値がない場合は、公表が

された前営業期間又は前計算期間の実績値）に

比較して当該上場不動産投資信託証券の発行

者が新たに算出した予想値又は当営業期間若

しくは当計算期間の決算において差異（投資者

の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして

施行規則で定める基準に該当するものに限

る。）が生じた場合

（５） 上場不動産投資信託証券に係るファンド

の当期利益又は金銭の分配若しくは収益の分

配について、公表がされた直近の予想値（当該

予想値がない場合は、公表がされた前営業期間

又は前計算期間の実績値）に比較して当該上場

不動産投資信託証券の発行者が新たに算出し

た予想値又は当営業期間若しくは当計算期間

の決算において差異（投資者の投資判断に及ぼ

す影響が重要なものとして施行規則で定める

基準に該当するものに限る。）が生じた場合

４・５ （略） ４・５ （略）

６ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条から

第４１４条まで及び第４１６条の規定は、前各項

の規定に基づく開示について、第４１５条及び第

４１７条の規定は、上場不動産投資信託証券の発

行者等についてそれぞれ準用する。

６ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条から

第４１４条まで及び第４１６条の規定は、前各項

の規定に基づく開示について、第４１５条、第４

１７条及び第４４３条の規定は、上場不動産投資

信託証券の発行者等についてそれぞれ準用する。

（上場不動産投資信託証券に関する行動規範） （上場不動産投資信託証券に関する行動規範）

第１２１６条の２ （略） 第１２１６条の２ （略）
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２ 第４４２条及び第４４９条の規定は、第１２

０１条の２第１項第１号に定める者について、

第４４３条及び第４５０条の規定は、上場不動

産投資信託証券の発行者等について、それぞれ

準用する。

（新設）

（上場廃止基準） （上場廃止基準）

第１２１８条 （略） 第１２１８条 （略）

２ 上場不動産投資信託証券の銘柄が、次の各号

のいずれかに該当する場合には、その上場を廃

止する。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。

２ 上場不動産投資信託証券の銘柄が、次の各号

のいずれかに該当する場合には、その上場を廃

止する。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。

（１）～（１３） （略） （１）～（１３） （略）

（１４） 上場不動産投資信託証券が投資証券

である場合には、投資主名簿に関する事務を

第１２０５条第２号ｍに規定する当取引所

の承認する機関に委託しないこととなった

場合又は委託しないことが確実となった場

合

（１４） 上場不動産投資信託証券が投資証券

である場合には、投資主名簿に関する事務を

第１２０５条第２号ｎに規定する当取引所

の承認する機関に委託しないこととなった

場合又は委託しないことが確実となった場

合

（１５）～（１９） （略） （１５）～（１９） （略）

３ （略） ３ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２６年４月１日から施

行する。

２ この改正規定施行の日（以下「施行日」とい

う。）において、上場後最初に終了する不動産

投資信託証券の発行者である投資法人の営業

期間に係る決算が公表がされた（法第１６６条

第４項に規定する公表がされたことをいう。）

ものでない場合は、当該投資法人は、施行日に

おいて改正後の第１２１３条第２項第１号ｂ

の（ｒ）に該当するものとみなす。
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表

新 旧

（会社情報の開示） （会社情報の開示）

第１１８条 上場会社は、次の各号のいずれかに該

当する場合（施行規則で定める基準に該当するも

のその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微

なものと当取引所が認めるものを除く。）は、施

行規則で定めるところにより、直ちにその内容を

開示しなければならない。

第１１８条 上場会社は、次の各号のいずれかに該

当する場合（施行規則で定める基準に該当するも

のその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微

なものと当取引所が認めるものを除く。）は、施

行規則で定めるところにより、直ちにその内容を

開示しなければならない。

（１） （略） （１） （略）

（２） 次のａからｙまでに掲げる事実のいずれ

かが発生した場合

（２） 次のａからｙまでに掲げる事実のいずれ

かが発生した場合

ａ～ｇ （略） ａ～ｇ （略）

ｈ 債権者その他の当該上場会社以外の者によ

る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開

始又は企業担保権の実行の申立て（以下「破

産手続開始の申立て等」という。）

ｈ 債権者その他の当該上場会社以外の者によ

る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開

始又は企業担保権の実行の申立て又は通告

（以下「破産手続開始の申立て等」という。）

ｉ～ｙ （略） ｉ～ｙ （略）

（重要な発行者等の情報の開示） （重要な発行者等の情報の開示）

第２１５条 上場債券の発行者等は、次の各号のい

ずれかに該当する場合は、施行規則で定めるとこ

ろにより、直ちにその内容を開示しなければなら

ない。ただし、国内の金融商品取引所に上場して

いる株券等の発行者若しくは当該発行者の完全子

会社又は第２条第９号ｇからｍまでに掲げる有価

証券の発行者については、この限りでない。

第２１５条 上場債券の発行者等は、次の各号のい

ずれかに該当する場合は、施行規則で定めるとこ

ろにより、直ちにその内容を開示しなければなら

ない。ただし、国内の金融商品取引所に上場して

いる株券等の発行者若しくは当該発行者の完全子

会社又は第２条第９号ｇからｍまでに掲げる有価

証券の発行者については、この限りでない。

（１） （略） （１） （略）

（２） 次のａからｅまでに掲げる事実のいずれ

かが発生した場合

（２） 次のａからｅまでに掲げる事実のいずれ

かが発生した場合

ａ 債権者その他の当該上場債券の発行者等以

外の者による破産手続開始、再生手続開始、

更生手続開始又は企業担保権の実行の申立

て（以下「破産手続開始の申立て等」という。）

ａ 債権者その他の当該上場債券の発行者等以

外の者による破産手続開始、再生手続開始、

更生手続開始又は企業担保権の実行の申立

て又は通告（以下「破産手続開始の申立て等」

という。）
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ｂ～ｅ （略） ｂ～ｅ （略）

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年４月１日から施行す

る。
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（定義） （定義）

第２条 この施行規則において「ＩＦＲＳ任意適

用会社」、「ＥＴＮ」、「ＥＴＮ信託受益証券」、

「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型

投資信託」、「１単位」、「親会社」、「親会

社等」、「外国」、「外国会社」、「外国株券」、

「外国株券等」、「外国株券等実質株主」、「外

国株信託受益証券」、「外国株預託証券」、「外

国株預託証券等」、「外国金融商品取引所等」、

「外国投資証券」、「外国投資信託」、「外国

投資法人」、「外国持株会社」、「開示府令」、

「会社」、「株券等」、「株式事務代行機関」、

「関係会社」、「監査証明」、「監査証明に相

当する証明」、「監査証明府令」、「幹事取引

参加者」、「関連会社」、「企業グループ」、

「企業集団」、「議決権付株式」、「基準日等」、

「協同組織金融機関」、「金融商品取引業者」、

「交換社債券」、「公認会計士」、「公認会計

士等」、「公募」、「子会社」、「子会社連動

配当株」、「国際統一基準金庫」、「国際統一

基準行等」、「債券」、「財務諸表等」、「財

務書類」、「自己株式」、「資産運用会社」、

「指定振替機関」、「支配株主」、「四半期財

務諸表等」、「四半期報告書」、「受益証券」、

「出資証券」、「上場ＥＴＮ信託受益証券」、

「上場外国会社」、「上場外国株券」、「上場

外国株券等」、「上場外国株信託受益証券」、

「上場外国株預託証券等」、「上場会社」、「上

場会社監査事務所」、「上場株券等」、「上場

議決権付株式」、「上場交換社債券」、「上場

債券」、「上場市場選択申請者」、「上場転換

社債型新株予約権付社債券」、「上場内国会社」、

「上場内国株券」、「上場内国株券等」、「上

第２条 この施行規則において「ＩＦＲＳ任意適

用会社」、「ＥＴＮ」、「ＥＴＮ信託受益証券」、

「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型

投資信託」、「１単位」、「親会社」、「親会

社等」、「外国」、「外国会社」、「外国株券」、

「外国株券等」、「外国株券等実質株主」、「外

国株信託受益証券」、「外国株預託証券」、「外

国株預託証券等」、「外国金融商品取引所等」、

「外国投資証券」、「外国投資信託」、「外国

投資法人」、「外国持株会社」、「開示府令」、

「会社」、「株券等」、「株式事務代行機関」、

「関係会社」、「監査証明」、「監査証明に相

当する証明」、「監査証明府令」、「幹事取引

参加者」、「関連会社」、「企業グループ」、

「企業集団」、「議決権付株式」、「基準日等」、

「協同組織金融機関」、「金融商品取引業者」、

「交換社債券」、「公認会計士」、「公認会計

士等」、「公募」、「子会社」、「子会社連動

配当株」、「国際統一基準行等」、「債券」、

「財務諸表等」、「財務書類」、「自己株式」、

「資産運用会社」、「指定振替機関」、「支配

株主」、「四半期財務諸表等」、「四半期報告

書」、「受益証券」、「出資証券」、「上場Ｅ

ＴＮ信託受益証券」、「上場外国会社」、「上

場外国株券」、「上場外国株券等」、「上場外

国株信託受益証券」、「上場外国株預託証券等」、

「上場会社」、「上場会社監査事務所」、「上

場株券等」、「上場議決権付株式」、「上場交

換社債券」、「上場債券」、「上場市場選択申

請者」、「上場転換社債型新株予約権付社債券」、

「上場内国会社」、「上場内国株券」、「上場

内国株券等」、「上場無議決権株式」、「上場
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場無議決権株式」、「上場有価証券」、「上場

優先株等」、「上場優先出資証券」、「新株予

約権証券」、「新規上場」、「新規上場申請者」、

「人的分割」、「数量制限付分売」、「施行令」、

「第三者割当」、「立会外分売」、「単元株式

数」、「中間財務諸表等」、「重複上場」、「直

前事業年度の末日等」、「テクニカル上場規定」、

「転換」、「転換社債型新株予約権付社債券」、

「投資運用業」、「投資証券」、「投資信託」、

「投資信託委託会社」、「投資信託法」、「投

資信託法施行規則」、「投資信託法施行令」、

「投資法人」、「投資法人計算規則」、「投資

法人債券」、「特定事業会社」、「特定有価証

券開示府令」、「内閣総理大臣等」、「内国会

社」、「内国株券」、「内国株券等」、「内部

統制報告書」、「買収防衛策」、「発行者」、

「半期報告書」、「非参加型優先株」、「振替

法」、「法」、「募集株式」、「募集株式等」、

「本国」、「本国等」、「無議決権株式」、「有

価証券」、「有価証券届出書」、「有価証券報

告書」、「有価証券報告書等」、「優先株等」、

「優先出資」、「優先出資証券」、「優先出資

法」、「預託機関等」、「預託契約等」及び「流

通株式」とは、それぞれ規程第２条に規定する

ＩＦＲＳ任意適用会社、ＥＴＮ、ＥＴＮ信託受

益証券、委託者指図型投資信託、委託者非指図

型投資信託、１単位、親会社、親会社等、外国、

外国会社、外国株券、外国株券等、外国株券等

実質株主、外国株信託受益証券、外国株預託証

券、外国株預託証券等、外国金融商品取引所等、

外国投資証券、外国投資信託、外国投資法人、

外国持株会社、開示府令、会社、株券等、株式

事務代行機関、関係会社、監査証明、監査証明

に相当する証明、監査証明府令、幹事取引参加

者、関連会社、企業グループ、企業集団、議決

権付株式、基準日等、協同組織金融機関、金融

有価証券」、「上場優先株等」、「上場優先出

資証券」、「新株予約権証券」、「新規上場」、

「新規上場申請者」、「人的分割」、「数量制

限付分売」、「施行令」、「第三者割当」、「立

会外分売」、「単元株式数」、「中間財務諸表

等」、「重複上場」、「直前事業年度の末日等」、

「テクニカル上場規定」、「転換」、「転換社

債型新株予約権付社債券」、「投資運用業」、

「投資証券」、「投資信託」、「投資信託委託

会社」、「投資信託法」、「投資信託法施行規

則」、「投資信託法施行令」、「投資法人」、

「投資法人計算規則」、「投資法人債券」、「特

定事業会社」、「特定有価証券開示府令」、「内

閣総理大臣等」、「内国会社」、「内国株券」、

「内国株券等」、「内部統制報告書」、「買収

防衛策」、「発行者」、「半期報告書」、「非

参加型優先株」、「振替法」、「法」、「募集

株式」、「募集株式等」、「本国」、「本国等」、

「無議決権株式」、「有価証券」、「有価証券

届出書」、「有価証券報告書」、「有価証券報

告書等」、「優先株等」、「優先出資」、「優

先出資証券」、「優先出資法」、「預託機関等」、

「預託契約等」及び「流通株式」とは、それぞ

れ規程第２条に規定するＩＦＲＳ任意適用会

社、ＥＴＮ、ＥＴＮ信託受益証券、委託者指図

型投資信託、委託者非指図型投資信託、１単位、

親会社、親会社等、外国、外国会社、外国株券、

外国株券等、外国株券等実質株主、外国株信託

受益証券、外国株預託証券、外国株預託証券等、

外国金融商品取引所等、外国投資証券、外国投

資信託、外国投資法人、外国持株会社、開示府

令、会社、株券等、株式事務代行機関、関係会

社、監査証明、監査証明に相当する証明、監査

証明府令、幹事取引参加者、関連会社、企業グ

ループ、企業集団、議決権付株式、基準日等、

協同組織金融機関、金融商品取引業者、交換社
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商品取引業者、交換社債券、公認会計士、公認

会計士等、公募、子会社、子会社連動配当株、

国際統一基準金庫、国際統一基準行等、債券、

財務諸表等、財務書類、自己株式、資産運用会

社、指定振替機関、支配株主、四半期財務諸表

等、四半期報告書、受益証券、出資証券、上場

ＥＴＮ信託受益証券、上場外国会社、上場外国

株券、上場外国株券等、上場外国株信託受益証

券、上場外国株預託証券等、上場会社、上場会

社監査事務所、上場株券等、上場議決権付株式、

上場交換社債券、上場債券、上場市場選択申請

者、上場転換社債型新株予約権付社債券、上場

内国会社、上場内国株券、上場内国株券等、上

場無議決権株式、上場有価証券、上場優先株等、

上場優先出資証券、新株予約権証券、新規上場、

新規上場申請者、人的分割、数量制限付分売、

施行令、第三者割当、立会外分売、単元株式数、

中間財務諸表等、重複上場、直前事業年度の末

日等、テクニカル上場規定、転換、転換社債型

新株予約権付社債券、投資運用業、投資証券、

投資信託、投資信託委託会社、投資信託法、投

資信託法施行規則、投資信託法施行令、投資法

人、投資法人計算規則、投資法人債券、特定事

業会社、特定有価証券開示府令、内閣総理大臣

等、内国会社、内国株券、内国株券等、内部統

制報告書、買収防衛策、発行者、半期報告書、

非参加型優先株、振替法、法、募集株式、募集

株式等、本国、本国等、無議決権株式、有価証

券、有価証券届出書、有価証券報告書、有価証

券報告書等、優先株等、優先出資、優先出資証

券、優先出資法、預託機関等、預託契約等及び

流通株式をいう。

債券、公認会計士、公認会計士等、公募、子会

社、子会社連動配当株、国際統一基準行等、債

券、財務諸表等、財務書類、自己株式、資産運

用会社、指定振替機関、支配株主、四半期財務

諸表等、四半期報告書、受益証券、出資証券、

上場ＥＴＮ信託受益証券、上場外国会社、上場

外国株券、上場外国株券等、上場外国株信託受

益証券、上場外国株預託証券等、上場会社、上

場会社監査事務所、上場株券等、上場議決権付

株式、上場交換社債券、上場債券、上場市場選

択申請者、上場転換社債型新株予約権付社債

券、上場内国会社、上場内国株券、上場内国株

券等、上場無議決権株式、上場有価証券、上場

優先株等、上場優先出資証券、新株予約権証券、

新規上場、新規上場申請者、人的分割、数量制

限付分売、施行令、第三者割当、立会外分売、

単元株式数、中間財務諸表等、重複上場、直前

事業年度の末日等、テクニカル上場規定、転換、

転換社債型新株予約権付社債券、投資運用業、

投資証券、投資信託、投資信託委託会社、投資

信託法、投資信託法施行規則、投資信託法施行

令、投資法人、投資法人計算規則、投資法人債

券、特定事業会社、特定有価証券開示府令、内

閣総理大臣等、内国会社、内国株券、内国株券

等、内部統制報告書、買収防衛策、発行者、半

期報告書、非参加型優先株、振替法、法、募集

株式、募集株式等、本国、本国等、無議決権株

式、有価証券、有価証券届出書、有価証券報告

書、有価証券報告書等、優先株等、優先出資、

優先出資証券、優先出資法、預託機関等、預託

契約等及び流通株式をいう。

２ （略） ２ （略）

（情報の開示の取扱い） （情報の開示の取扱い）

第９４０条 （略） 第９４０条 （略）
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２～４ （略） ２～４ （略）

５ 規程第９４７条第３項第４号に規定する施

行規則で定める信用状況等に関する情報とは、

次の各号に掲げる内容をいう。

５ 規程第９４７条第３項第４号に規定する施

行規則で定める信用状況等に関する情報とは、

次の各号に掲げる内容をいう。

（１） （略） （１） （略）

（２） 次のａからｅまでに掲げる上場ＥＴＮ

信託受益証券の発行者の区分に従い、当該ａ

からｅまでに定める内容

（２） 次のａからｅまでに掲げる上場ＥＴＮ

信託受益証券の発行者の区分に従い、当該ａ

からｅまでに定める内容

ａ 国際統一基準行等 ａ 国際統一基準行等

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる内容 次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる内容

（ａ） 普通株式等Ｔｉｅｒｌ比率（農林

中央金庫及び国際統一基準金庫にあって

は、普通出資等Ｔｉｅｒｌ比率とする。

以下同じ。）

（ａ） 普通株式等Ｔｉｅｒｌ比率（農林

中央金庫にあっては、普通出資等Ｔｉｅ

ｒｌ比率とする。以下同じ。）

（ｂ）・（ｃ） （略） （ｂ）・（ｃ） （略）

ｂ～ｅ （略） ｂ～ｅ （略）

（３） （略） （３） （略）

６ （略） ６ （略）

（上場契約書の様式） （上場契約書の様式）

第１２０１条の２ 規程第１２０３条第１項に規

定する施行規則で定める当取引所所定の「不動産

投資信託証券上場契約書」は、別記第５―１号様

式によるものとする。

第１２０１条の２ 規程第１２０３条第１項に規

定する施行規則で定める当取引所所定の「不動産

投資信託証券上場契約書」は、別記第４―１０号

様式によるものとする。

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類）

第１２０２条 規程第１２０４条第１項に規定す

る施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申

請に係る宣誓書」は、別記第５―２号様式による

ものとする。

第１２０２条 規程第１２０４条第１項に規定す

る施行規則で定める当取引所所定の「新規上場申

請に係る宣誓書」は、別記第４―１１号様式によ

るものとする。

２ 規程第１２０４条第２項に規定する施行規則

で定める書類は、次の各号に掲げる新規上場申請

銘柄の区分に従い、当該各号に定める書類とす

る。

２ 規程第１２０４条第２項に規定する施行規則

で定める書類は、次の各号に掲げる新規上場申請

銘柄の区分に従い、当該各号に定める書類とす

る。

（１） 投資証券 （１） 投資証券

次のａからⅰまでに掲げる書類 次のａからⅰまでに掲げる書類
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ａ～ｈ （略） ａ～ｈ （略）

ｉ 規程第１２０５条第２号ｍに規定する投

資主名簿等管理人と投資主名簿等に関する

事務の委託に係る契約を締結していること

を証する書面

ｉ 規程第１２０５条第２号ｎに規定する投

資主名簿等管理人と投資主名簿等に関する

事務の委託に係る契約を締結していること

を証する書面

（２） （略） （２） （略）

３ （略） ３ （略）

（上場審査の形式要件の取扱い） （上場審査の形式要件の取扱い）

第１２０６条 （略） 第１２０６条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 規程第１２０５条第２号ｅに規定する純資産

総額とは、資産総額から負債総額を控除した額と

する。

４ 規程第１２０５条第２号ｅ及びｆに規定する

純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除し

た額とする。

５ 規程第１２０５条第２号ｉの（ｂ）に規定する

施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいう。

５ 規程第１２０５条第２号ｊの（ｂ）に規定する

施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいう。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

６ 規程第１２０５条第２号ｍに規定する施行規

則で定めるものは、第２１２条第８項各号に規定

するものをいう。

６ 規程第１２０５条第２号ｎに規定する施行規

則で定めるものは、第２１２条第８項各号に規定

するものをいう。

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開示

の取扱い）

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開示

の取扱い）

第１２２９条 規程第１２１３条第２項第１号及

び第２号並びに同条第３項に規定する施行規則

で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の区分

に従い、当該各号に定める基準をいう。この場合

において、第１２０６条第１項の規定は、第１６

号に規定する譲渡対象資産の価格並びに第２号、

第３号、第６号及び第１８号に規定する純資産総

額の算定において使用する各資産の額について、

同条第４項の規定は、第２号、第３号、第６号及

び第１８号に規定する純資産総額について、それ

ぞれ準用する。

第１２２９条 規程第１２１３条第２項第１号及

び第２号並びに同条第３項に規定する施行規則

で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の区分

に従い、当該各号に定める基準をいう。この場合

において、第１２０６条第１項の規定は、第３号

及び第４号に規定する譲渡対象資産の価格及び

純資産総額の算定において使用する各資産の額

について、同条第４項の規定は、第４号に規定す

る純資産総額について、それぞれ準用する。

（１） 規程第１２１３条第２項第１号ａの（ｅ） （１） 規程第１２１３条第２項第１号ａ（ｅ）



22

及び同項第２号ａの（ｄ）に掲げる事項 及び同項第２号ａ（ｄ）に掲げる事項

規約及び投資信託約款の変更理由が次のａ

からｃまでのいずれかに該当すること。

規約及び投資信託約款の変更理由が次のａ

からｃまでのいずれかに該当すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

（２） 規程第１２１３条第２項第１号ｂの（ｈ）

に掲げる事項

（新設）

次のａからｃまでに掲げるもののいずれに

も該当すること。

ａ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程

で生じた損害の額が当該投資法人の直前営

業期間の末日における純資産総額の１００

分の３に相当する額未満であると見込まれ

ること。

ｂ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程

で生じた損害の額が当該投資法人の直前営

業期間の経常利益の１００分の３０に相当

する額未満であると見込まれること。

ｃ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程

で生じた損害の額が当該投資法人の直前営

業期間の当期純利益の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれること。

（３） 規程第１２１３条第２項第１号ｂの（ｉ）

に掲げる事項

（新設）

ａ 訴えが提起された場合

訴訟の目的の価額が当該投資法人の直前営

業期間の末日における純資産総額の１００分

の１５に相当する額未満であり、かつ、当該請

求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認

められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起

された日の属する営業期間開始の日から３年

以内に開始する各営業期間においていずれも

当該敗訴による当該投資法人の営業収益の減

少額が当該投資法人の直前営業期間の営業収

益の１００分の１０に相当する額未満である

と見込まれること。

ｂ 訴えについて判決があった場合又は訴え
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に係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によ

らずに完結した場合

前ａに掲げる基準に該当する訴えの提起に

係る判決等（訴えについて判決があったこと又

は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判

によらずに完結したことをいう。以下この号及

び第１４号において同じ。）の場合又は前ａに

掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴

訟の一部が裁判によらずに完結した場合であ

って、次の（ａ）から（ｄ）までに掲げるもの

のいずれにも該当すること。

（ａ） 判決等により当該投資法人の給付す

る財産の額が当該投資法人の直前営業期

間の末日における純資産総額の１００分

の３に相当する額未満であると見込まれ

ること。

（ｂ） 判決等の日の属する営業期間開始の

日から３年以内に開始する各営業期間に

おいていずれも当該判決等による当該投

資法人の営業収益の減少額が当該投資法

人の直前営業期間の営業収益の１００分

の１０に相当する額未満であると見込ま

れること。

（ｃ） 判決等の日の属する営業期間開始の

日から３年以内に開始する各営業期間に

おいていずれも当該判決等による当該投

資法人の経常利益の減少額が当該投資法

人の直前営業期間の経常利益の１００分

の３０に相当する額未満であると見込ま

れること。

（ｄ） 判決等の日の属する営業期間開始の

日から３年以内に開始する各営業期間に

おいていずれも当該判決等による当該投

資法人の当期純利益の減少額が当該投資

法人の直前営業期間の当期純利益の１０

０分の３０に相当する額未満であると見
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込まれること。

（４） 規程第１２１３条第２項第１号ｂの（ｊ）

に掲げる事項

（新設）

ａ 仮処分命令の申立てがなされた場合

当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立

てのとおり発せられたとした場合、当該申立て

の日の属する営業期間開始の日から３年以内

に開始する各営業期間においていずれも当該

仮処分命令による当該投資法人の営業収益の

減少額が当該投資法人の直前営業期間の営業

収益の１００分の１０に相当する額未満であ

ると見込まれること。

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判があ

った場合又は当該申立てに係る手続の全部

若しくは一部が裁判によらずに完結した場

合

前ａに掲げる基準に該当する申立てについ

ての裁判等（申立てについて裁判があったこと

又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一

部が裁判によらずに完結したことをいう。以下

この号及び第１５号において同じ。）の場合又

は前ａに掲げる基準に該当しない申立てに係

る手続の一部が裁判によらずに完結した場合

であって、次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

もののいずれにも該当すること。

（ａ） 裁判等の日の属する営業期間開始の

日から３年以内に開始する各営業期間に

おいていずれも当該裁判等による当該投

資法人の営業収益の減少額が当該投資法

人の直前営業期間の営業収益の１００分

の１０に相当する額未満であると見込ま

れること。

（ｂ） 裁判等の日の属する営業期間開始の

日から３年以内に開始する各営業期間に

おいていずれも当該裁判等による当該投

資法人の経常利益の減少額が当該投資法
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人の直前営業期間の経常利益の１００分

の３０に相当する額未満であると見込ま

れること。

（ｃ） 裁判等の日の属する営業期間開始の

日から３年以内に開始する各営業期間に

おいていずれも当該裁判等による当該投

資法人の当期純利益の減少額が当該投資

法人の直前営業期間の当期純利益の１０

０分の３０に相当する額未満であると見

込まれること。

（５） 規程第１２１３条第２項第１号ｂの（ｋ）

に掲げる事項

（新設）

法令に基づく処分を受けた日の属する営業

期間開始の日から３年以内に開始する各営業

期間においていずれも当該処分による当該投

資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の

直前営業期間の営業収益の１００分の１０に

相当する額未満であると見込まれること。

（６） 規程第１２１３条第２項第１号ｂの（ｎ）

に掲げる事項

（新設）

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるもののい

ずれにも該当すること。

（ａ） 売掛金、貸付金その他の債権又は求

償権について債務の不履行のおそれのあ

る額が当該投資法人の直前営業期間の末

日における純資産総額の１００分の３に

相当する額未満であると見込まれること。

（ｂ） 売掛金、貸付金その他の債権又は求

償権について債務の不履行のおそれのあ

る額が当該投資法人の直前営業期間の経

常利益の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。

（ｃ） 売掛金、貸付金その他の債権又は求

償権について債務の不履行のおそれのあ

る額が当該投資法人の直前営業期間の当

期純利益の１００分の３０に相当する額
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未満であると見込まれること。

（７） 規程第１２１３条第２項第１号ｂの（ｏ）

に掲げる事項

（新設）

取引先との取引の停止の日の属する営業期

間開始の日から３年以内に開始する各営業期

間においていずれも当該取引の停止による当

該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法

人の直前営業期間の営業収益の１００分の１

０に相当する額未満であると見込まれること。

（８） 規程第１２１３条第２項第１号ｂの（ｐ）

に掲げる事項

（新設）

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるもののい

ずれにも該当すること。

（ａ） 債務の免除の額又は債務の引受け若

しくは弁済の額（債務の返済期限の延長の

場合には、当該債務の額をいう。）が当該

投資法人の直前営業期間の末日における

債務の総額の１００分の１０に相当する

額未満であると見込まれること。

（ｂ） 債務の免除若しくは債務の返済期限

の延長又は債務の引受け若しくは弁済に

よる経常利益の増加額が当該投資法人の

直前営業期間の経常利益の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれる

こと。

（ｃ） 債務の免除若しくは債務の返済期限

の延長又は債務の引受け若しくは弁済に

よる当期純利益の増加額が当該投資法人

の直前営業期間の当期純利益の１００分

の３０に相当する額未満であると見込ま

れること。

（９） 規程第１２１３条第２項第１号ｂの（ｑ）

に掲げる事項

（新設）

発見された資源の採掘又は採取を開始する

営業期間開始の日から３年以内に開始する各

営業期間においていずれも当該資源による当
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該投資法人の営業収益の増加額が当該投資法

人の直前営業期間の営業収益の１００分の１

０に相当する額未満であると見込まれること。

（１０） 規程第１２１３条第２項第１号ｃの

（ｅ）に掲げる事項

（新設）

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるもののい

ずれにも該当すること。

（ａ） 資産の運用に係る事業の休止又は廃

止の予定日の属する営業期間開始の日か

ら３年以内に開始する当該投資法人の各

営業期間においていずれも当該休止又は

廃止による当該投資法人の営業収益の減

少額が当該投資法人の直前営業期間の営

業収益の１００分の１０に相当する額未

満であると見込まれること。

（ｂ） 資産の運用に係る事業の休止又は廃

止の予定日の属する営業期間開始の日か

ら３年以内に開始する当該投資法人の各

営業期間においていずれも当該休止又は

廃止による当該投資法人の経常利益の増

加額又は減少額が当該投資法人の直前営

業期間の経常利益の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれること。

（ｃ） 資産の運用に係る事業の休止又は廃

止の予定日の属する営業期間開始の日か

ら３年以内に開始する当該投資法人の各

営業期間においていずれも当該休止又は

廃止による当該投資法人の当期純利益の

増加額又は減少額が当該投資法人の直前

営業期間の当期純利益の１００分の３０

に相当する額未満であると見込まれるこ

と。

（１１） 規程第１２１３条第２項第１号ｃの

（ｆ）に掲げる事項

（新設）

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるもののい

ずれにも該当すること。
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（ａ） 当該投資法人から委託を受けて行う

資産の運用の全部又は一部の休止又は廃

止の予定日の属する営業期間開始の日か

ら３年以内に開始する当該投資法人の各

営業期間においていずれも当該休止又は

廃止による当該投資法人の営業収益の減

少額が当該投資法人の直前営業期間の営

業収益の１００分の１０に相当する額未

満であると見込まれること。

（ｂ） 当該投資法人から委託を受けて行う

資産の運用の全部又は一部の休止又は廃

止の予定日の属する営業期間開始の日か

ら３年以内に開始する当該投資法人の各

営業期間においていずれも当該休止又は

廃止による当該投資法人の経常利益の増

加額又は減少額が当該投資法人の直前営

業期間の経常利益の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれること。

（ｃ） 当該投資法人から委託を受けて行う

資産の運用の全部又は一部の休止又は廃

止の予定日の属する営業期間開始の日か

ら３年以内に開始する当該投資法人の各

営業期間においていずれも当該休止又は

廃止による当該投資法人の当期純利益の

増加額又は減少額が当該投資法人の直前

営業期間の当期純利益の１００分の３０

に相当する額未満であると見込まれるこ

と。

（１２） 規程第１２１３条第２項第１号ｃの

（ｌ）に掲げる事項

（新設）

当該投資法人から委託を受けて行う資産の

運用であって、新たな資産の運用であるものが

開始されることとなる予定日の属する営業期

間開始の日から３年以内に開始する当該投資

法人の各営業期間においていずれも当該新た

な資産の運用の開始による当該投資法人の営
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業収益の増加額が当該投資法人の直前営業期

間の営業収益の１００分の１０に相当する額

未満であると見込まれ、かつ、当該新たな資産

の運用の開始のために特別に支出する額の合

計額が当該投資法人の直前営業期間の末日に

おける固定資産の帳簿価額の１００分の１０

に相当する額未満であると見込まれること。

（１３） 規程第１２１３条第２項第１号ｃの

（ｍ）及び同項第２号ａの（ｍ）に掲げる事項

（２） 規程第１２１３条第２項第１号ｃ（ⅰ）

及び同項第２号ａ（ｍ）に掲げる事項

当該資産運用会社又は当該投資信託委託会

社が法令に基づき行政庁に対して行う届出の

うち、当取引所が定めるもの

当該資産運用会社又は当該投資信託委託会

社が法に基づき内閣総理大臣等に対して行う

届出のうち、当取引所が定めるもの

（１４） 規程第１２１３条第２項第１号ｄの

（ｆ）に掲げる事項

（新設）

ａ 訴えが提起された場合

当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えの

とおり認められて敗訴したとした場合、当該訴

えの提起された日の属する当該投資法人の営

業期間開始の日から３年以内に開始する当該

投資法人の各営業期間においていずれも当該

敗訴による当該投資法人の営業収益の減少額

が当該投資法人の直前営業期間の営業収益の

１００分の１０に相当する額未満であると見

込まれること。

ｂ 訴えについて判決があった場合又は訴え

に係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によ

らずに完結した場合

前ａに掲げる基準に該当する訴えの提起に

係る判決等の場合又は前ａに掲げる基準に該

当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判

によらずに完結した場合であって、次の（ａ）

から（ｃ）までに掲げるもののいずれにも該当

すること。

（ａ） 判決等の日の属する当該投資法人の

営業期間開始の日から３年以内に開始す

る当該投資法人の各営業期間においてい
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ずれも当該判決等による当該投資法人の

営業収益の減少額が当該投資法人の直前

営業期間の営業収益の１００分の１０に

相当する額未満であると見込まれること。

（ｂ） 判決等の日の属する当該投資法人の

営業期間開始の日から３年以内に開始す

る当該投資法人の各営業期間においてい

ずれも当該判決等による当該投資法人の

経常利益の減少額が当該投資法人の直前

営業期間の経常利益の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。

（ｃ） 判決等の日の属する当該投資法人の

営業期間開始の日から３年以内に開始す

る当該投資法人の各営業期間においてい

ずれも当該判決等による当該投資法人の

当期純利益の減少額が当該投資法人の直

前営業期間の当期純利益の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれる

こと。

（１５） 規程第１２１３条第２項第１号ｄの

（ｇ）に掲げる事項

（新設）

ａ 仮処分命令の申立てがなされた場合

当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立

てのとおり発せられたとした場合、当該申立て

の日の属する当該投資法人の営業期間開始の

日から３年以内に開始する当該投資法人の各

営業期間においていずれも当該仮処分命令に

よる当該投資法人の営業収益の減少額が当該

投資法人の直前営業期間の営業収益の１００

分の１０に相当する額未満であると見込まれ

ること。

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判があ

った場合又は当該申立てに係る手続の全部

若しくは一部が裁判によらずに完結した場

合

前ａに掲げる基準に該当する申立てについ
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ての裁判等の場合又は前ａに掲げる基準に該

当しない申立てに係る手続の一部が裁判によ

らずに完結した場合であって、次の（ａ）から

（ｃ）までに掲げるもののいずれにも該当する

こと。

（ａ） 裁判等の日の属する当該投資法人の

営業期間開始の日から３年以内に開始す

る当該投資法人の各営業期間においてい

ずれも当該裁判等による当該投資法人の

営業収益の減少額が当該投資法人の直前

営業期間の営業収益の１００分の１０に

相当する額未満であると見込まれること。

（ｂ） 裁判等の日の属する当該投資法人の

営業期間開始の日から３年以内に開始す

る当該投資法人の各営業期間においてい

ずれも当該裁判等による当該投資法人の

経常利益の減少額が当該投資法人の直前

営業期間の経常利益の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれること。

（ｃ） 裁判等の日の属する当該投資法人の

営業期間開始の日から３年以内に開始す

る当該投資法人の各営業期間においてい

ずれも当該裁判等による当該投資法人の

当期純利益の減少額が当該投資法人の直

前営業期間の当期純利益の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれる

こと。

（１６） （略） （３） （略）

（１７） 規程第１２１３条第３項第１号ｂに掲

げる事項

（新設）

ａ 貸借する場合

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるもののい

ずれにも該当すること。

（ａ） 貸借が行われることとなる予定日の

属する上場不動産投資信託証券に係る営

業期間又は計算期間の開始の日から３年
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以内に開始する各営業期間又は各計算期

間（当該計算期間が６か月の場合は各特定

計算期間（１の特定計算期間（連続する２

計算期間をいう。）の末日の翌日に開始す

るものに限る。）をいう。以下この号及び

第１９号において同じ。）においていずれ

も当該貸借が行われることによる当該上

場不動産投資信託証券に係るファンドの

営業収益の増加額が当該上場不動産投資

信託証券に係るファンドの直前営業期間

の営業収益又は直前計算期間の営業収益

（当該計算期間が６か月の場合は直前２

計算期間の営業収益の合計額をいう。以下

この号及び第１９号において同じ。）の１

００分の５に相当する額未満であると見

込まれること。

（ｂ） 貸借が行われることとなる予定日の

属する上場不動産投資信託証券に係る営

業期間又は計算期間の開始の日から３年

以内に開始する各営業期間又は各計算期

間においていずれも当該貸借が行われる

ことによる当該上場不動産投資信託証券

に係るファンドの経常利益の増加額又は

減少額が当該上場不動産投資信託証券に

係るファンドの直前営業期間の経常利益

又は直前計算期間の経常利益（当該計算期

間が６か月の場合は直前２計算期間の経

常利益の合計額をいう。以下この号から第

１９号までにおいて同じ。）の１００分の

３０に相当する額未満であると見込まれ

ること。

（ｃ） 貸借が行われることとなる予定日の

属する上場不動産投資信託証券に係る営

業期間又は計算期間の開始の日から３年

以内に開始する各営業期間又は各計算期

間においていずれも当該貸借が行われる
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ことによる当該上場不動産投資信託証券

に係るファンドの当期純利益の増加額又

は減少額が当該上場不動産投資信託証券

に係るファンドの直前営業期間の当期純

利益又は直前計算期間の当期純利益（当該

計算期間が６か月の場合は直前２計算期

間の当期純利益の合計額をいう。以下この

号から第１９号までにおいて同じ。）の１

００分の３０に相当する額未満であると

見込まれること。

ｂ 貸借を解消する場合

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるもののい

ずれにも該当すること。

（ａ） 貸借が解消されることとなる予定日

の属する上場不動産投資信託証券に係る

営業期間又は計算期間の開始の日から３

年以内に開始する各営業期間又は各計算

期間においていずれも当該貸借が解消さ

れることによる当該上場不動産投資信託

証券に係るファンドの営業収益の減少額

が当該上場不動産投資信託証券に係るフ

ァンドの直前営業期間の営業収益又は直

前計算期間の営業収益の１００分の５に

相当する額未満であると見込まれること。

（ｂ） 貸借が解消されることとなる予定日

の属する上場不動産投資信託証券に係る

営業期間又は計算期間の開始の日から３

年以内に開始する各営業期間又は各計算

期間においていずれも当該貸借が解消さ

れることによる当該上場不動産投資信託

証券に係るファンドの経常利益の増加額

又は減少額が当該上場不動産投資信託証

券に係るファンドの直前営業期間の経常

利益又は直前計算期間の経常利益の１０

０分の３０に相当する額未満であると見

込まれること。
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（ｃ） 貸借が解消されることとなる予定日

の属する上場不動産投資信託証券に係る

営業期間又は計算期間の開始の日から３

年以内に開始する各営業期間又は各計算

期間においていずれも当該貸借が解消さ

れることによる当該上場不動産投資信託

証券に係るファンドの当期純利益の増加

額又は減少額が当該上場不動産投資信託

証券に係るファンドの直前営業期間の当

期純利益又は直前計算期間の当期純利益

の１００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。

（１８） 規程第１２１３条第３項第２号ａに掲

げる事項

（４） 規程第１２１３条第３項第２号ａに掲げ

る事項

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるものの

いずれにも該当すること。

（ａ） 災害に起因する損害又は業務遂行

の過程で生じた損害の額が当該上場不

動産投資信託証券に係るファンドの直

前営業期間又は直前計算期間の末日に

おける純資産総額の１００分の３に相

当する額未満であると見込まれること。

運用資産等に生じた偶発的事象に起因す

る損害の額が、直前営業期間又は直前計算期

間の末日における純資産総額の１００分の

３に相当する額未満であると見込まれるこ

と。

（ｂ） 災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害の額が当該上場不動産

投資信託証券に係るファンドの直前営業

期間の経常利益又は直前計算期間の経常

利益の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。

（ｃ） 災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害の額が当該上場不動産

投資信託証券に係るファンドの直前営業

期間の当期純利益又は直前計算期間の当

期純利益の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。

（１９） 規程第１２１３条第３項第２号ｂに掲

げる事項

（新設）
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次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるもののい

ずれにも該当すること。

（ａ） 貸借が解消されることとなる予定日

の属する上場不動産投資信託証券に係る

営業期間又は計算期間の開始の日から３

年以内に開始する各営業期間又は各計算

期間においていずれも当該貸借が解消さ

れることによる当該上場不動産投資信託

証券に係るファンドの営業収益の減少額

が当該上場不動産投資信託証券に係るフ

ァンドの直前営業期間の営業収益又は直

前計算期間の営業収益の１００分の５に

相当する額未満であると見込まれること。

（ｂ） 貸借が解消されることとなる予定日

の属する上場不動産投資信託証券に係る

営業期間又は計算期間の開始の日から３

年以内に開始する各営業期間又は各計算

期間においていずれも当該貸借が解消さ

れることによる当該上場不動産投資信託

証券に係るファンドの経常利益の増加額

又は減少額が当該上場不動産投資信託証

券に係るファンドの直前営業期間の経常

利益又は直前計算期間の経常利益の１０

０分の３０に相当する額未満であると見

込まれること。

（ｃ） 貸借が解消されることとなる予定日

の属する上場不動産投資信託証券に係る

営業期間又は計算期間の開始の日から３

年以内に開始する各営業期間又は各計算

期間においていずれも当該貸借が解消さ

れることによる当該上場不動産投資信託

証券に係るファンドの当期純利益の増加

額又は減少額が当該上場不動産投資信託

証券に係るファンドの直前営業期間の当

期純利益又は直前計算期間の当期純利益

の１００分の３０に相当する額未満であ
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ると見込まれること。

２ 前項各号に定める基準について、投資法人の営

業期間が６か月であるときは、当該各号中「各営

業期間」とあるのは「各特定営業期間（１の特定

営業期間（連続する２営業期間をいう。）の末日

の翌日に開始するものに限る。）」と、「直前営

業期間の営業収益」とあるのは「直前２営業期間

の営業収益の合計額」と、「直前営業期間の経常

利益」とあるのは「直前２営業期間の経常利益の

合計額」と、「直前営業期間の当期純利益」とあ

るのは「直前２営業期間の当期純利益の合計額」

と読み替えて、当該各号の規定を適用する。

（新設）

３ （略） ２ （略）

４ （略） ３ （略）

５ 規程第１２１３条第３項第５号に規定する投

資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとし

て施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる

事項の区分に従い、当該各号に掲げる基準をい

う。

４ 規程第１２１３条第３項第５号に規定する投

資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとし

て施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げる

事項の区分に従い、当該各号に掲げる基準をい

う。

（１） 営業収益 （新設）

新たに算出した予想値又は当営業期間若し

くは当計算期間の決算における数値を公表が

された直近の予想値（当該予想値がない場合

は、公表がされた前営業期間又は前計算期間の

実績値。以下この項において同じ。）で除して

得た数値が１．１以上又は０．９以下であるこ

と。

（２） 経常利益 （新設）

新たに算出した予想値又は当営業期間若し

くは当計算期間の決算における数値を公表が

された直近の予想値で除して得た数値が１．３

以上又は０．７以下（公表がされた直近の予想

値がゼロの場合は、この基準に該当するものと

して取り扱うものとする。）であること。

（３） 純利益 （１） 当期利益

新たに算出した予想値又は当営業期間若し 新たに算出した予想値又は当営業期間若し
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くは当計算期間の決算における数値を公表が

された直近の予想値で除して得た数値が１．３

以上又は０．７以下（公表がされた直近の予想

値がゼロの場合は、この基準に該当するものと

して取り扱うものとする。）であること。

くは当計算期間の決算における数値を公表が

された直近の予想値（当該予想値がない場合

は、公表がされた前営業期間又は前計算期間の

実績値。この号及び次号において同じ。）で除

して得た数値が１．３以上又は０．７以下であ

ること。この場合において、公表がされた直近

の予想値がゼロのときは、この基準に該当する

ものとして取り扱うものとする。

（４） 金銭の分配又は収益の分配 （２） 金銭の分配又は収益の分配

新たに算出した予想値又は当営業期間又は

当計算期間の決算における数値を公表がされ

た直近の予想値で除して得た数値が１．０５以

上又は０．９５以下（公表がされた直近の予想

値がゼロの場合は、この基準に該当するものと

して取り扱うものとする。）であること。

新たに算出した予想値又は当営業期間又は

当計算期間の決算における数値を公表がされ

た直近の予想値で除して得た数値が１．０５以

上又は０．９５以下であること。この場合にお

いて、公表がされた直近の予想値がゼロのとき

は、この基準に該当するものとして取り扱うも

のとする。

（上場に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い）

第１２３７条 規程第１２２３条の規定に基づく

新規上場申請に係る不動産投資信託証券の発行

者及び上場不動産投資信託証券の発行者の上場

審査料、予備審査料、新規上場料、追加発行時又

は追加信託時の追加上場料及び年間上場料その

他の上場に関する料金は、次の各号に掲げる料金

の区分に従い、当該各号に定めるところによるも

のとする。この場合において、第１２０６条第１

項の規定は、この条に規定する純資産総額の算定

において使用する各資産の額について、第１２０

６条第４項の規定は、この条に規定する純資産総

額について、それぞれ準用する。

第１２３７条 規程第１２２３条の規定に基づく

新規上場申請に係る不動産投資信託証券の発行

者及び上場不動産投資信託証券の発行者の上場

審査料、予備審査料、新規上場料、追加発行時又

は追加信託時の追加上場料及び年間上場料その

他の上場に関する料金は、次の各号に掲げる料金

の区分に従い、当該各号に定めるところによるも

のとする。この場合において、第１２０６条第１

項の規定は、この条に規定する純資産総額の算定

において使用する各資産の額について、第１２０

６条第４項の規定は、この条に規定する純資産総

額について、それぞれ準用する。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 新規上場料 （３） 新規上場料

ａ （略） ａ （略）

ｂ 新規上場料の計算は、不動産投資信託証券

ごとにその上場日現在における純資産総額

（「有価証券新規上場申請書」に記載された

ｂ 新規上場料の計算は、各不動産投資信託証

券ごとにその上場日現在における純資産総

額（「有価証券新規上場申請書」に記載され



38

上場日現在の純資産総額の見込み額をいう。

第５号ｂにおいて同じ。）を基準とする。

た上場日現在の純資産総額の見込み額をい

う。）を基準とする。

ｃ （略） ｃ （略）

（４） （略） （４） （略）

（５） 年間上場料 （５） 年間上場料

ａ （略） ａ （略）

ｂ 年間上場料の計算は、不動産投資信託証券

ごとに、前年の１２月末日現在において内閣

総理大臣等に提出されている直近の有価証

券報告書又は半期報告書に基づく純資産総

額（当取引所又は国内の他の金融商品取引所

への上場後最初に終了する営業期間若しく

は計算期間に係る有価証券報告書又は当該

営業期間若しくは計算期間開始の日以後６

か月間に係る半期報告書のいずれも提出さ

れていない場合には、上場日現在における純

資産総額とする。）を基準とする。

ｂ 年間上場料の計算は、各不動産投資信託証

券ごとに、前年の１２月末日現在において内

閣総理大臣等に提出されている直近の有価

証券報告書又は半期報告書に基づく純資産

総額（いずれも提出されていない場合には、

上場日現在における純資産総額とする。）を

基準とする。

ｃ （略） ｃ （略）

２ （略） ２ （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年４月１日から施行す

る。
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取引参加者規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（報告事項） （報告事項）

第１１条 規程第１８条に規定する当取引所が定め

る場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定の報

告書に当取引所が必要と認める書類を添付して報

告するものとする。

第１１条 規程第１８条に規定する当取引所が定め

る場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定の報

告書に当取引所が必要と認める書類を添付して報

告するものとする。

（１）～（１２）の２ （略） （１）～（１２）の２ （略）

（１３） 前２号に規定する検査に伴い行政官庁

より改善指示等を受けたとき又は前２号に規定

する検査若しくは処分に伴い行政官庁に対し改

善策等を報告したとき。

（１３） 前２号に掲げる検査に伴い行政官庁よ

り改善指示等を受けたとき又は行政官庁に対し

改善策等を報告したとき。

（１４）～（１５） （略） （１４）～（１５） （略）

（１６） 他の金融商品取引所等（所属の国内の

他の金融商品取引所、外国の金融商品取引所等、

又は金融商品取引業協会（これに相当する外国

の団体を含む。）をいう。以下この条において

同じ。）の処分を受けたとき。

（１６） 所属の国内の他の金融商品取引所、外

国の金融商品取引所等、又は金融商品取引業協

会（これに相当する外国の団体を含む。）の処

分を受けたとき。

（１６）の２ 前号に規定する処分に伴い他の金

融商品取引所等に対し改善策等を報告したと

き。

（新設）

（１７）～（２７） （略） （１７）～（２７） （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年４月１日から施行す

る。
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上場審査等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表

新 旧

Ⅱ 株券等の新規上場審査〔本則市場〕 Ⅱ 株券等の新規上場審査〔本則市場〕

（内国会社における企業内容等の開示の適正性）

５．新規上場申請者が内国会社である場合には、規

程第２０７条第１項第４号に定める事項につい

ての上場審査は、次の（１）から（４）までに掲

げる観点その他の観点から検討することにより

行う。

（１） 新規上場申請者の企業グループが、経営

に重大な影響を与える事実等の会社情報を適

正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示

することができる状況にあると認められるこ

と。また、内部者取引等の未然防止に向けた体

制が、適切に整備、運用されている状況にある

と認められること。

（２）～（４） （略）

（内国会社における企業内容等の開示の適正性）

５．新規上場申請者が内国会社である場合には、規

程第２０７条第１項第４号に定める事項につい

ての上場審査は、次の（１）から（４）までに掲

げる観点その他の観点から検討することにより

行う。

（１） 新規上場申請者の企業グループが、経営

に重大な影響を与える事実等の会社情報を適

正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示

することができる状況にあると認められるこ

と。また、内部者取引の未然防止に向けた体制

が、適切に整備、運用されている状況にあると

認められること。

（２）～（４） （略）

（外国会社における企業内容等の開示の適正性）

１０．新規上場申請者が外国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第４号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（４）までに

掲げる観点その他の観点から検討することによ

り行う。

（１） 新規上場申請者の企業グループが、経営

に重大な影響を与える事実等の会社情報を適

正に管理し、投資者に対して適時、適切な開示

及び内部者取引等の未然防止のための体制が、

適切に整備、運用されている状況にあると認め

られること。

（２）～（４） （略）

（外国会社における企業内容等の開示の適正性）

１０．新規上場申請者が外国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第４号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（４）までに

掲げる観点その他の観点から検討することによ

り行う。

（１） 新規上場申請者の企業グループが、経営

に重大な影響を与える事実等の会社情報を適

正に管理し、投資者に対して適時、適切な開示

及び内部者取引の未然防止のための体制が、適

切に整備、運用されている状況にあると認めら

れること。

（２）～（４） （略）

Ⅲ 株券等の新規上場審査〔マザーズ〕 Ⅲ 株券等の新規上場審査〔マザーズ〕
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（企業内容、リスク情報等の開示の適切性）

２．規程第２１４条第１項第１号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（６）までに

掲げる観点その他の観点から検討することによ

り行う。

（企業内容、リスク情報等の開示の適切性）

２．規程第２１４条第１項第１号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（６）までに

掲げる観点その他の観点から検討することによ

り行う。

（１） 新規上場申請者の企業グループが、経営

に重大な影響を与える事実等の会社情報を適

正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示

することができる状況にあると認められるこ

と。また、内部者取引等の未然防止に向けた体

制が、適切に整備、運用されている状況にある

と認められること。

（１） 新規上場申請者の企業グループが、経営

に重大な影響を与える事実等の会社情報を適

正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示

することができる状況にあると認められるこ

と。また、内部者取引の未然防止に向けた体制

が、適切に整備、運用されている状況にあると

認められること。

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略）

Ⅲの２ 株券等の新規上場審査〔スタンダード〕 Ⅲの２ 株券等の新規上場審査〔スタンダード〕

（企業内容、リスク情報等の開示の適正性） （企業内容、リスク情報等の開示の適正性）

５．規程第２１６条の５第１項第４号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（６）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。

５．規程第２１６条の５第１項第４号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（６）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。

（１） 新規上場申請者の企業グループが、経営

に重大な影響を与える事実等の会社情報を適

正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示

することができる状況にあると認められるこ

と。また、内部者取引等の未然防止に向けた体

制が、適切に整備、運用されている状況にある

と認められること。

（２）～（６） （略）

（１） 新規上場申請者の企業グループが、経営

に重大な影響を与える事実等の会社情報を適

正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示

することができる状況にあると認められるこ

と。また、内部者取引の未然防止に向けた体制

が、適切に整備、運用されている状況にあると

認められること。

（２）～（６） （略）

Ⅲの３ 株券等の新規上場審査〔グロース〕 Ⅲの３ 株券等の新規上場審査〔グロース〕

（企業内容、リスク情報等の開示の適正性）

５．規程第２１６条の８第１項第４号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（７）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

（企業内容、リスク情報等の開示の適正性）

５．規程第２１６条の８第１項第４号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（７）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること
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により行う。

（１） 新規上場申請者の企業グループが、経営

に重大な影響を与える事実等の会社情報を適

正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示

することができる状況にあると認められるこ

と。また、内部者取引等の未然防止に向けた体

制が、適切に整備、運用されている状況にある

と認められること。

（２）～（７） （略）

により行う。

（１） 新規上場申請者の企業グループが、経営

に重大な影響を与える事実等の会社情報を適

正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示

することができる状況にあると認められるこ

と。また、内部者取引の未然防止に向けた体制

が、適切に整備、運用されている状況にあると

認められること。

（２）～（７） （略）

Ⅷ 不動産投資信託証券の新規上場審査 Ⅷ 不動産投資信託証券の新規上場審査

（開示の適正性） （開示の適正性）

２．規程第１２０６条第１項第１号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）及び（２）に掲

げる観点その他の観点から検討することにより

行う。

２．規程第１２０６条第１項第１号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）及び（２）に掲

げる観点その他の観点から検討することにより

行う。

（１） （略） （１） （略）

（２） 不動産投資信託証券の新規上場を申請し

た者が、資産の運用等に重大な影響を与える事

実等の情報を適時、適切に開示することができ

る体制にあること。また、内部者取引等の未然

防止に向けた体制が、適切に整備、運用されて

いる状況にあると認められること。

（２） 不動産投資信託証券の新規上場を申請し

た者が、資産の運用等に重大な影響を与える事

実等の情報を適時、適切に開示することができ

る体制にあること。

付  則

この改正規定は、平成２６年４月１日から施行す

る。


